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制度改正（昨年と比べて変わった点）への対応 -2014/11/19 メンテナンス実施- 
 

非課税となる通勤手当の精算 
 本年 10 月 20 日施行の「通勤手当の非課税限度額引上げ(※)」について、本年 4 月以降に支給

した通勤手当の非課税分差額を年末調整で精算する機能を[源泉徴収簿入力]に追加しました。

  

 （※）参考：国税庁のホームページ 

http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm 

http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf （源泉徴収簿関連） 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

システムの機能改善 -2014/10/22 メンテナンス実施- 

 

 

http://www.cr-pbs.com/support/list/20141021.html （サポートページお知らせ）

 

～寡婦控除などの所得金額上限チェック機能追加 源泉徴収簿入力 



- 3 - 

 
 
 

 

 
 
   
 
             CASHRADAR PBS で                          CASHRADAR PBS で 

    《給与計算を行っている場合》      《給与計算を行っていない場合》 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年末調整の流れ 

【源泉徴収簿入力】控除情報など年末調整データ入力 

【年末調整一覧】各社員の年調処理を確認 

【源泉徴収票印刷】源泉徴収票の作成 

法定調書合計表資料

事前準備・確認 

(※)  給与計算を行っている場合 
(※)  年度更新後の連動も可能 

【源泉徴収簿】 

各月の給与・賞与データを入力 

【年調過不足額精算処理】給与(賞与)への過不足額連動（※） 

新年度データ作成（※） 

住 民 税 総 括 表

年 調 通 知 書 

年調還付金金種表印刷 

年末調整処理 

その他 

年度更新 

〔会社設定〕 

明細書パターンの確認（過不足精算項目）

本年度最終給与(賞与)データの入力 

〔社員設定〕 

社員の基本情報を登録 

(※)  年末調整未完了の状態でも実行可能 

P4~6 

P7~22 

P23~24 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

徴 収 状 況 表 ※ ※「源泉所得税納付書」内の機能 
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（1）明細書パターンの確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ■ 支給項目「No21.年調還付金」 

  控除項目「No08.年調不足金」 

  上記いずれかの項目が各明細書パターン

に登録されているかを確認して下さい。 

  登録されていない場合は「年調過不足額精

算処理」を行うことができません。 

   
 
 

1. 事前準備・確認 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

１ 給与計算を行っている場合 

年調過不足額を精算（連動）する給与、賞与明細パターンに

「No．21 年調還付金」、「No．08 年調不足金」のいずれかが

登録されていることを確認します。 
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（2）最終給与(賞与)データの登録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 事前準備・確認 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

明細パターンに、「年調還付金」、「年調不足金」のいずれ

かの項目が登録されている状態で、本年度の最終給与

（あるいは賞与）を登録します。 

 

※年調過不足額を給与・賞与に連動しない場合は、同項目が登録さ

れている必要はありません。 
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（1）社員基本情報の登録 

 
 
 

社員情報設定(一人別)における必要登録項目  

タブ 項    目 源泉徴収票への印字

《本人情報》 

☆社員番号 受給者番号 

☆社員氏名 氏 名        

  フ リ ガ ナ  フ リ ガ ナ        

性    別  

☆生年月日 受給者生年月日 

  入社区分（中途の場合）  

  入社年月日（年度途中に入社した場合） 中途就・退職 

☆社員区分  

役 職        役 職 名        

  郵便番号 

  住    所 

住 所        

控除情報（障害者区分～外国人）  

  退職年月日（年度途中に退職した場合） 中途就・退職 

《扶養情報》 
  配偶者情報（配偶者氏名・性別・生年月日・区分） 摘    要 

  扶養親族情報（性別・続柄・生年月日・区分） 摘    要 

《支給条件》 
☆勤怠情報パターン（サンプル）  

☆明細書パターン（サンプル）  

 
 

 ■ 源泉徴収簿や源泉徴収票の作成に必要

な、各社員の基本情報を登録します。 
   
   
   
   

 
 

1. 事前準備・確認 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

２ 給与計算を行っていない場合 
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（1）各タブの説明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ■ 【源泉徴収簿入力】の各タブの各項目を

入力し、[F10 年調]をクリックします。

「年末調整＝しない」社員の場合は、各

項目の入力後[F2 登録]をクリックしま

す。 

   

   

   

   

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 

１ 源泉徴収簿の作成 

①源泉徴収簿タブ 

 各月の給与・賞与データを入力します。 

 給与データ入力・賞与データ入力を使用している場合

は、その入力データが連動されています。 

 

②年末調整控除タブ 

 本人や配偶者、扶養親族の控除情報を入力します。 

 登録内容は〔社員設定〕と相互に連動します。 

 

③年末調整一覧タブ 

 保険料などの控除情報を入力します。 

 年税額や過不足額を確認します。 

※「年末調整＝する」社員のみアクティブ 
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①退職者(絞り込み機能) 

 社員選択覧への退職者の表示可否を設定します。 

 初期設定は「(退職者を)含める」。設定可能条件は「(退職者を)含めない」「退職者の

み」の 3パターン選択できます。 

 

②税表区分 

 表示社員の税表区分(甲、乙、丙)が表示されます。 

 

③年調未/済 

 年末調整の進捗状況が表示されます。「未」「済」「外(年調対象外)」 

 

④退職年月日 

 退職社員の場合、退職年月日が表示されます。（在職の場合は空欄） 

 

⑤年末調整する/しない 

 各社員の年末調整「する」「しない」の設定変更が可能です。(社員設定と相互連動) 

 
 
 
 
 
（2）各ヘッダー項目の説明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 
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（3）各タブの入力ポイント（源泉徴収簿タブ/年末調整控除タブ/年末調整一覧タブ） 

 
 
＜各月の入力＞ 

PB システムで毎月の給与計算を行っていない、あるいは年の途中から使用開始した場合は、以下の

方法にて登録を行って下さい。 

【方法】各項目について給与月別に直接金額を入力する。（[F6 行コピー]キーで、コピー・貼付けも可能） 

      ◆年末調整額のみ確認したい場合は、空欄の月に合計額を入力する方法でもかまいません 

 

＜非課税支給額の調整（平成 26 年改定対応）＞ 

平成 26 年 10 月 20 日施行の「通勤手当の非課税限度額の引上げ」に伴い、平成 26 年 4 月以降既に

支払われた(あるいは支払われるべき)通勤手当にかかる非課税額を年末調整で精算する場合は、画

面左上の〔調整入力〕で金額等を入力して下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 

源泉徴収簿タブ 

① 非課税支給額はプラスで入力します。 

入力された金額は、源泉徴収簿の「調整分」欄にマイナス

で反映されます。（7,000 と入力した場合は「-7,000」とな

り、総支給額の計から減算） 

 

② 備考に入力した文言は源泉徴収簿画面には表示されず

出力帳票に印字されます（次頁参照）。 
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＜前職情報＞ 

   中途入社社員について、前職の給与も含めて年末調整を行う場合は、画面左上の〔前職情報〕ボタ

ンからデータ入力を行います。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 

入力内容は、源泉徴収簿の「前職分」欄に反映さ

れます。 

〔調整入力〕の備考として入力した文言は、源泉徴収簿（PDF

出力）の、左下に印字されます。 

文字数の上限は、全半角含め「40」です 
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年齢 
扶養区分 

（生年月日の範囲/26 年度の場合） 

16 歳未満 
非該当 

（H11/1/2 以降） 

16 歳以上～１９歳未満 
一般 

（H8/1/2～H11/1/1） 

1９歳以上～23 歳未満 
特定 

（H4/1/2～H8/1/1） 

23 歳以上～70 歳未満 
一般 

（S20/1/2～H4/1/1） 

70 歳以上 
老人 

（S20/1/1 以前） 

 
 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 

年末調整控除タブ 

＜配偶者情報の入力＞ 

「控除対象配偶者＝なし」の場合は、

氏名や生年月日等の情報入力は非ア

クティブになります。 

配偶者合計所得については、“収入金

額―必要経費（65 万円）＝所得金額”

を入力します。 

＜扶養親族情報の扶養区分＞ 

扶養区分は生年月日により判定されます。(下表) 
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＜源泉徴収票の摘要欄＞ 

   源泉徴収票の摘要欄に任意の記述を印字する場合は、画面左上の〔摘要入力〕ボタンから入力を行

います。（入力内容は源泉徴収票「摘要」欄の 6行目に印字されます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜源泉徴収票の「内書き」欄＞ 

 作成時点で未払いの給与に関する「内書き」を源泉徴収票に印字する場合は〔未払給与内書き〕に

金額を直接入力します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 

参考：源泉票「摘要」欄の印字項目 

1 行目 住宅借入金等特別控除可能額、 国民年金保険料 

2 行目 居住開始年月日、 控除対象配偶者名 

3 行目 扶養親族名 ※ 

4 行目 扶養親族名 ※合計 6 名まで。超過の場合は“他○名” 

5 行目 前職情報 

6 行目 前職情報、および任意入力されたその他文言 

内書き入力後の源泉票 
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＜各控除情報の入力＞ 

（◇）各種生命保険料の入力欄について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種保険料（◇） 
支払った保険料の総額を入力します。入力額に応じて、各保険料の控

除額が算出されます。 

小規模企業共済等掛金 

■給与控除分 

掛金を毎月の給与から控除している場合は、『小規模企業共済等掛金の

金額（給与控除分）』へ金額を入力します。 

■申告分 

給与と別に支払った掛金を『小規模企業共済申告分』へ入力します。

社会保険料 

給与と別に支払った社会保険料を『社会保険料の申告分』へ入力しま

す。 

当該申告分のうち、国民年金保険料等の金額は『内、国民年金保険料

等の金額』へ入力します。（源泉徴収票へ連動） 

住宅借入金等特別控除 

■住宅借入金等特別控除額 

入力された金額が年税額より大きい場合、源泉徴収票へ連動します。

■居住開始年月日 

入力した居住開始年月日は源泉徴収票へ連動します。 

年末調整一覧タブ 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 

平成 24 年より、契約時期ごとの入力欄、および新設の「介護保険医療」入力欄が設けられております。

金額欄には、実際に支払った保険料額を入力して下さい。その入力金額をもとに、改定された計算式

で「生命保険料の控除額」を算出します。 

 

「一般生命」と「個人年金」について、新・旧の算出控除額を合計した場合の上限額は 40,000 円とな

ります。ただし、旧制度のみで控除額が 40,000 円超の場合は、旧制度の 50,000 円を上限とした額が

算出されます。 

「一般生命」「個人年金」「介護医療」の各控除額を合計した、最終的な「生命保険料の控除額」の上

限額は 120,000 円となります。 

←(控除の上限＝40,000 円) 

←(控除の上限＝50,000 円) 

 
←(控除の上限＝40,000 円) 

←(控除の上限＝40,000 円) 

←(控除の上限＝50,000 円) 
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＜年調所得税額欄について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）年調所得税額＝[差引課税給与所得金額及び算出所得税額]-[住宅借入金等特別控除額] 

 

 

＜超過額(不足額)について＞ 

  年調過不足額精算処理で給与データに連動される超過額（不足額）は、「差引超過額または不足額」

欄の金額＝「[計]の税額(3 行目)」から「年調年税額」を引いた金額となります。 

 

 

＜扶養控除の内訳＞ 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

画面左上の〔扶養控除等内訳〕で、年末調整の

「配偶者・扶養・基礎控除等の計」欄の内訳を確

認することができます。 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 

年調年税額の計算 

上段「年調所得税額(※)」に復興特別所得税の 102.1％を乗じ

た金額が【年調年税額】となります。（100 円未満切り捨て） 
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 各タブの各項目入力後、[F10 年調]もしくは[F2 登録]をクリックすることで年末調整が完了します。 

 [F10 年調]が実行されている社員は、各項目が入力できなくなります。（[F10 解除]で入力可能になります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 年末調整＝する 年末調整＝しない 

[F2 登録] 
入力データの登録〔任意〕 

※[F10 年調]実行済みの場合は非アクティブ 
年末調整完了〔必須〕 

[F10 年調] 

年末調整完了〔必須〕 

※実行する事で[F2 登録]も行われた状態になる 

      （[F2 登録]が非アクティブになる） 

※実行後、[F10 解除]に表記変更される 

非アクティブ〔実行不可〕

     

各社員の年調登録状況は、画面左の社員リスト【確定】欄のマークで確認ができます。 

● × （空欄） 
年末調整＝する 

[F10 年調]済み 

年末調整＝する 

[F10 年調]未実行 
年末調整＝しない 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

2. 年末調整処理（源泉徴収簿入力） 
２ 年末調整の実行 
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 社員の名称をクリックすることで〔源泉徴収簿入力〕にジャンプすることができます。 

 ジャンプ後に年調明細一覧に戻った際は、[F5 画面更新]をクリックして下さい。 

 

 なお、「未」「済」「対象外」のフラグは源泉徴収簿入力画面でも確認できます。（前頁記載） 

 
 

 ■ 各社員の年末調整処理の進捗をチェッ

クします。 
「退職・年調処理区分」にフラグが表示

されますので確認して下さい。 
   

   

   

   

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

3. 年末調整処理（年調明細一覧） 

区分の各フラグについて 

〔未〕…「年調＝する」社員で源泉徴収簿[F10 年調]未実行 

〔済〕…「年調＝する」社員で源泉徴収簿[F10 年調]実行済み 

〔退未〕…「年調＝する」退職社員で源泉徴収簿[F10 年調]未実行 

〔退済〕…「年調＝する」退職社員で源泉徴収簿[F10 年調]実行済み 

〔退外〕…「年調＝しない」退職社員 

〔対象外〕…「年調＝しない」社員 
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 ■ 毎月の給与および賞与における源泉徴

収税額と、年末調整で行われた超過額・

不足額の差し引きを全社一覧で集計し

ます。 

源泉納付タブ【源泉所得税納付書】の追

加機能となります。 
 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

5. 年末調整処理（徴収状況表の出力） 

源泉所得税納付書の対象期間に「12 月」が含まれており、且つ

年末調整が未処理の社員がいる場合は警告が表示されます。 

源泉徴収簿で年調処理を行って下さい。 

なお、メッセージに対し[OK]をクリックすることで納付書、徴収状

況表の作成は可能となります。 

給与と賞与につきましては、源泉徴収簿のデータが連動されます。

（納付書に直接入力した給与/賞与データは連動対象外です） 
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（1）出力方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 

[F2 出力] １つの PDF ファイルに、出力指定した社員の源泉徴収票を出力します。

[ファイル保管] 

社員１人につき１つの PDF ファイルが作成されます。 

パスワード設定も可能ですので、印刷を行わず PDF ファイルのまま社

員に提供する事ができます。 

◆ドットプリンタによる連続紙印刷には対応しておりません 

 ■ PDF ファイルで源泉徴収票を出力しま

す。 
ドットプリンタによる連続紙印刷には

対応しておりません。 
   

   

   

   

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

6. 年末調整処理（源泉徴収票印刷） 
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（2）プリンタからの印刷について 

  PDF ファイルをプリンタから印刷する場合、AdobeReader の設定が必要です。 

 

   ① PDF ファイルの左上〔ファイル〕をクリック 

   ② メニュー一覧から〔印刷〕をクリック 

   ③ 印刷プロパティウインドウで、“ページの拡大／縮小”＝【大きいページを縮小】、もしくは【用

紙に合わせる】を選択 

   ④ 〔OK〕をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のどちらかを選択 

・大きいページを縮小 

・用紙に合わせる 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

4. 年末調整処理（源泉徴収票印刷） 
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「年調過不足額精算処理」では、年末調整の超過額、および不足額を給与・賞与データに連動します。 

連動は以下の作業や設定が完了している場合に実行可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ■ 全社員の年末調整完了後、超過額、及び

不足額を各社員の給与・賞与データに連

動します。 
  翌年 1回目の給与・賞与データへの連動

も可能です。 

   

   

   

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

6. 年末調整処理（年調過不足額精算処理） 

明細書パターン 

会社情報タブ［明細書パターン］ 

各明細書パターンに支給項目『21.年調還付金』、もしくは控除項

目『8.年調不足金』が登録されている。 

源泉徴収簿入力 

年末調整一覧 

年末調整タブ［源泉徴収簿入力］ 

「年調＝する」社員の年末調整処理（[F10 年調]実行）が終了して

いる。 

※［年末調整一覧］で確認 

給与データ入力 

賞与データ入力 

給与(賞与)計算タブ［給与(賞与)データ入力］ 

支給項目『21.年調還付金』、もしくは控除項目『8.年調不足金』

がある明細パターンを使用した給与が登録され、かつ締め処理が

未済。 

（給与は 12 回目、もしくは翌年 1回目） 
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① 処理区分 給与/賞与のいずれかを選択します。 

② 月区分又は賞与 連動先の給与、もしくは賞与を選択します。 

③ 通常・臨時区分 処理区分＝給与の場合に、通常/臨時のいずれかを選択します。 

④ 社員指定 
全社員/指定社員のみのいずれかを選択します。 

指定社員のみの場合は、社員選択を行います。 

⑤ 表示 各項目を選択後にクリックし、明細パターンを表示させます。 

⑥ 明細パターン 給与(賞与)データ登録済みの明細パターンが表示されます。 

⑦ 精算対象 精算対象を「還付」「徴収(不足)」「還付/徴収」から選択します。 

⑧ 支給/控除項目指定 
過不足額の連動先を、支給項目「年調還付金」、控除項目「年調不足金」の

いずれかから選択します。 

⑨ 精算 精算を行わない明細書パターンがある場合は、チェックを外します。 

⑩ 結果 

精算処理が完了したパターンには「○」が付きます。 

処理が完了できないパターンには「×」が付き、この場合は他のパターンも

精算処理が行われません。（他パターンは空欄） 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

6. 年末調整処理（年調過不足額精算処理） 

各項目を選択・設定後に[F2 実行]をクリックします。 

選択された給与(賞与)に、過不足額が連動します。 

１ 精算処理 
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「年調過不足額精算処理」では、新年度データ作成後（操作方法は次ページ記載）の“翌年１回目”また

は“２回目”の給与データ、および“翌年１回目”の賞与データへの過不足額連動も可能です。 

この場合は【年度切替】機能で、給与の対象年度を平成 27 年度から『平成 26 年度』に戻した状態で処理

を行います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

6. 年末調整処理（年調過不足額精算処理） 

メニュー選択画面で[ファイル]→[年度切替]→[平成 26 年度(2014 年)]の順に選択します。 

これにより、前年＝平成 26 年度の「年調過不足額精算処理」を新しい年＝平成 27 年度の給与・

賞与に対して実行することができます。 

２ 翌年１回目給与・賞与データへの精算処理 
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「新年度データ作成」を行うことで、新年度（平成 27 年）の給与計算を始めることができます。 

 

新年度データ作成を行うためには、給与・賞与データ入力の「締め処理」が実行されている必要があり

ます。 

全社員の年末調整の完了は必須条件ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度データ作成を行った後も「年度切替」機能で前年分の給与メニューの操作は可能であるため、 

平成 26 年度の年末調整処理を終える前に、新年度（27 年）の入力処理を進める事も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、年度切替で過去の給与データや社員データを修正することも可能ですが、それらの修正は新年度

のデータには反映されません。 

7. 年度更新 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 

新年度データ作成を行う前に、給与データ入力、および

賞与データ入力において全月区分の「締め処理」を実行

しておく必要があります。 

締め処理未実行の場合、新年度データ作成は実行できま

せん。 
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(1)  給与メニューの画面上部[給与計算]

をクリックします。 

 

 

 

事前に給与・賞与データ入力において、

「締め処理」が行われている必要がありま

す。年調処理は必須ではありません。 

 

(2)  メニュー内の[新年度データ作成]を

クリックします。 

 (3)  画面上の「新年度」「削除される対象

年度」を確認し、[F2 実行]をクリッ

クします。 

 

 

 

新年度データ作成を行うと、有給休暇管

理のデータも繰り越されます。 

 

 
平成 26 年 11 月 19 日 

ＮＭＣサポートセンター 

7. 年度更新 

（平成 26 年）年末調整の操作手順 


